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まえがき

２００８年、我が国はＧ８の議長国を務め、同年６月に青森で開催されたＧ８エネルギー大臣

会合の共同声明には、「・・・２０１０年までに、世界で２０のＣＣＳ（注）大規模実証を開始する

必要がある・・・」旨盛り込まれた。続いて７月に開催された洞爺湖サミットにおいてとりまと

められた首脳宣言においても、上記Ｇ８エネルギー大臣会合の議長声明の内容が支持された。

これを受けて、２００８年７月にとりまとめられた「低炭素社会づくり行動計画」（２００８

年７月２９日閣議決定）の中では、我が国として、「２００９年度以降早期に大規模実証に着手

し、２０２０年までの実用化を目指す」旨明記された。

一方、２００８年５月に、国内２９社（２００９年７月３日現在３２社）が出資し、日本ＣＣ

Ｓ調査株式会社が設立された。同社は、国及び独立行政法人新エネルギー・産業技術開発機構の

委託を受けて、我が国近傍においてＣＣＳの実証事業を実施する場合の候補地や技術的な可能性

にかかる検討を着実に実施してきている。

こうした状況を受けて、２００８年１０月、我が国がＣＣＳの大規模実証事業を実施する場合

に、安全面・環境面から遵守することが望ましい事項について検討することを目的として、二酸

化炭素回収・貯留（ＣＣＳ）研究会（経済産業省産業技術環境局長の私的研究会）が再開され、

具体的な検討作業を行うため２つのワーキンググループが設置された。

ここに示す「ＣＣＳ実証事業の安全な実施にあたって」は、ＣＣＳの大規模実証事業を実施す

る際に安全面・環境面から遵守することが望ましい基準を示したものであり、将来ＣＣＳが実用

化される際に整備されるべき安全上のルールを先取りするものではない。実証事業を行う事業者

は、関連法規を遵守又は準用するとともに、本基準を踏まえて適切な対応を図り、加えて、事業

を実施するサイトに応じてより詳細な安全確保のための体制（組織、内規等）を整備することが

期待される。

ＣＣＳにかかる安全面を含めた規制のあり方については、その検討が現在まさしく各国、国際

機関等において鋭意進められているところであり、規制者ネットワークも整備されその活動が開

始されたところである。ＣＣＳが実用化される際には、我が国が行う実証事業において得られる

知見だけでなく、ＣＣＳの安全確保にかかる最新の取組み、諸外国において実施されるＣＣＳ事

業や各国の規制動向等を踏まえた検討を改めて行うことが必要である。

本研究会における検討結果が、ＣＣＳの実証事業において有効に活用され事業の適確かつ円滑

な実施に資するとともに、実証事業の経験を通じて費用対効果を含む様々な課題が克服され、Ｃ

ＣＳの実用化が進むことを期待するものである。

（注）ＣＣＳ：Carbon dioxide Capture and Storage（二酸化炭素回収・貯留）の略称
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１．ＣＯ２貯留に際し地質面から検討すべき事項

１―１．水理地質及び地質構造にかかるモデルの構築

ＣＯ２貯留について地質面から検討する際には、あらかじめ水理地質及び地質構造にかか

る以下の概念モデル及び詳細モデルを構築し、その適確性を検討することが必要である。

（１）広域モデル（概念モデル）の構築

ＣＯ２貯留層、キャップロック及びその上部の領域を含む水理地質及び地質構造の広域

モデル（概念モデル）を、既存資料等を利用して構築する。その対象領域は、流体トラッ

プや背斜構造全体にかかる主要な地質構造を含むものとし、地表面又は海底面までを対象

領域として構築する。

このモデルによって、地下水流動についても可能な範囲で考慮しつつ、広域の地層を対

象として、圧入されたＣＯ２の挙動を大局的に把握・予測し、影響の及ぶ範囲の予測・限

定を行う。さらに必要に応じて、（２）に記す詳細モデルを構築する際の境界条件の設定

に、本モデルを用いることとする。

（２）詳細モデル（数値シミュレーションモデル）の構築

上記（１）により構築した広域モデルを利用して、計画している全てのＣＯ２の圧入を

行った場合に影響が及ぶ領域を予測し、その領域（貯留層）及びキャップロックを含む水

理地質及び地質構造に関する詳細モデル（数値シミュレーションモデル）を構築する。構

築するモデルは、圧入井、調査井（注１－１）等において圧入に先立ち実施される物理検層、

コア試験又は原位置試験の結果得られるデータや、ＣＯ２圧入開始以降のモニタリングに

より得られたデータをフィードバックして更新を行い、さらなる精緻化が可能であるもの

とする。本モデルは、ＣＯ２の圧入と貯留の実証事業の計画を策定するにあたって、圧入

されたＣＯ２が計画された領域に留まることを予測評価するために用い、必要に応じ当初

の事業計画改善に役立て、さらに長期的なＣＯ２の挙動を予測するためのベースとする。

また、広域モデルも参照して、環境影響評価や圧入したＣＯ２漏洩可能性の検討にも役立

てるものとする。（注１－２）

（注１－１）実証事業実施に際しては事前に十分なデータを取得する観点から、圧入井に加えて一本以上の調

査井を掘削することが望ましい。ただし、既存データの有効活用によりこれを補完したり、調査井を圧入井と

して活用したり、調査井を観測井として活用することを認めないとするものではなく、この点についてはサイ

ト状況に応じて対応することが必要である。

（注１－２）本基準において、「漏洩（leakage）」は、貯留対象とする貯留層からの移動とし、「漏出（seepage）」

は、飲料用地下水への移動、地中から大気又は海洋への移動を意味する。
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１－２．大規模実証事業の実施にあたって検討すべき事項

（１）貯留層及びキャップロックの存在確認

［基本的な考え方］（注１－３）

・ 貯留層とキャップロックを含む領域の水理地質及び地質構造モデル（詳細モデル）

を利用して、貯留の可能性及び貯留容量を適切な仮定と根拠に基づき確認する。

・ 圧入したＣＯ２が浸透し拡がると予想される貯留領域及びその近傍に大規模断層が

認められないこと、地下流体の湧出が認められないこと、貯留層及びキャップロッ

クとなる地層（各層）の連続性があることを確認する。仮に断層等がある場合には、

そのシール性及び漏洩リスクについて慎重に確認する。

・ さらにキャップロックが十分な厚さを有し貯留層を覆う形で連続する状態で存在し、

貯留層に圧入されたＣＯ２を保持し得る（漏洩させない）状態であることを確認する。

・ 坑井など人工構造物が存在する場合には、その位置や性状を十分に把握し、漏洩ルー

トとなる可能性がないか確認する。

［ＣＯ２圧入開始前に検討すべき事項］

・ 公開情報、詳細な反射法地震探査（以下「震探調査」という）によるデータ及びコ

アサンプルの採取・分析、原位置試験の結果により、貯留層の存在と広がりを確認

し、計画している量のＣＯ２の貯留が可能であるか評価する。

・ 公開情報、震探調査及び既存の地質構造に関するデータにより、貯留層及びキャッ

プロックに断層又は不連続面がないことを確認する。仮に断層等がある場合には、

そのシール性及び漏洩リスクについて慎重に評価する。

・ さらに、地表面及び海底面に断層の存在が予想されたり、地下流体の湧出点の存在

が認められる場合には、ＣＯ２圧入地点近傍の踏査や文献調査等により、その断層面

等が貯留されたＣＯ２と最も近づく距離と場所を推定し、影響が及ぶ可能性について

評価する。

・ 公開情報、震探調査及び既存のコアサンプルの分析の結果により、ＣＯ２をシールす

る役割を果たすキャップロックが存在し、その下位の地層に想定される量のＣＯ２

が保持されるか評価する。

・ また、貯留層の岩相、成分（岩石鉱物）の分析及びその中に含有される地層水等の

サンプル分析及びキャップロックの分析等により、ＣＯ２が圧入された場合に想定さ

れる化学反応の影響について調査し、貯留量、圧入性への影響を評価する。

（注１－３）［基本的な考え方］では考え方の原則として確認事項を示し、その具体的方法を［ＣＯ２圧入開始

前に検討すべき事項］に示している。
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（２）適切なＣＯ２圧入計画（圧入レート及び総量）の設定

［基本的な考え方］

・ 圧入する地層深度、地質にかかる物性データに基づき、計画している圧入レートに

よる圧入が可能かについて確認する。

・ 構築された詳細モデルを用いて、貯留層シミュレーションを行い、計画している量

のＣＯ２の圧入・貯留が可能か確認する。

［ＣＯ２圧入開始前に検討すべき事項］

・ 公開情報、震探調査及びコアサンプルの採取・分析、原位置試験の結果により、貯

留層の存在と広がりを確認するとともに、貯留層の孔隙率、浸透率等を測定し、圧

入深度に計画しているレートでのＣＯ２圧入が適切かを貯留層シミュレーションを

行い予測評価する。

（３）キャップロックのシール性

［基本的な考え方］

・ 貯留層上部に存在するキャップロックが、必要なシール能力を保持し続けることが

可能か確認する。

・ さらに、計画しているＣＯ２圧入圧力によってもキャップロックが破壊されないこと

を確認する。

［ＣＯ２圧入開始前に検討すべき事項］

・ コアサンプルを用いた室内実験により、キャップロックのスレショルド圧力を測定

し、ＣＯ２の圧入を開始した後に貯留層の圧力が原則としてこのスレショルド圧力を

超えないことを確認する。必要に応じて、同じくコアサンプルを用いた室内実験に

より、キャップロックの物性（浸透率等）を測定し、そのシール性について評価す

る。

・ また、原位置試験により、キャップロックの役割を果たす地層の破壊圧が、想定す

るＣＯ２圧入により生じる圧力より十分に大きいことを確認する。

（４）ＣＯ２圧入地点付近における過去の地震活動

［基本的な考え方］
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・ ＣＯ２圧入予定地点付近における過去の地震活動（震源分布等）について事前に確認

するとともに、モニタリングデータと比較可能なバックグラウンド情報を取得して

おく。

［ＣＯ２圧入開始前に検討すべき事項］

・ ＣＯ２圧入予定地点付近における地質、地層構造の調査に加えて、過去の地震活動に

ついて、既存の公開データを分析し、付近における地震活動度が他の地域と比較し

て著しく高くないことを確認する。

・ また、ＣＯ２圧入地点及びＣＯ２圧入開始以降にモニタリングを予定している地点に

おいて、ＣＯ２圧入開始以前より地震計を設置し、相当の期間（１年程度を目安とす

る）、バックグラウンドとなるデータの取得を行う。

１－３．取得するデータ、その取得方法及び取得すべき時期

（１）調査井掘削前に取得するデータ（注１－４）（注１－５）

取得するデータ及び取得方法 目 的

地質に関する公開情報や既存データの取得及

び震探調査の実施

ＣＯ２をトラップする地質構造の存在の確認

広域的な水理構造の推定

キャップロック及び貯留層の存在の確認と貯

留能力の推定

貯留層及びキャップロックの連続性（貯留層の

尖滅、断層の有無等）の評価

（注１－４）震探調査を調査井掘削直後、あるいは圧入井掘削以前に実施する場合には、調査井掘削前に震探

調査を実施する必要はない。

（注１－５）貯留領域及びその近傍に地下流体の地表湧出点がある場合には、流体起源を調べる目的で、水質、

ガスに関わる各種特性を調べる。

（２）ＣＯ２圧入開始前までに取得するデータ

取得するデータ 取得方法 目 的

検層により得られる地層の各

種データ

物理検層 キャップロック及び貯留層の

特定（岩相、流体飽和率等の把

握、浸透性の推定）

層序・岩相 泥水検層、掘り屑分析等 岩質、地層深度、層序等の確認

貯留層及びキャップロックを コアサンプルの分析、掘り屑分 岩質－層序の確認、ＣＯ２圧入
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含む上位層の岩石鉱物組成 析等 時、圧入後に想定される化学反

応の種類、反応性の把握

貯留層及びキャップロックを

含む上位層の孔隙率

物理検層、コア試験、掘り屑分

析等

貯留容量の推定

貯留層及びキャップロックを

含む上位層の浸透率（注１－６）

コア試験、圧力試験、掘り屑分

析等

シール性の評価、圧入性の把握

貯留層の毛管圧 コア試験 最大ガス飽和率の把握

キャップロックのスレショル

ド圧力

コア試験 キャップロックのシール能力、

貯留上限圧力の評価

貯留層の破壊圧 コア試験、ステップレート圧入

試験

貯留岩強度、圧入上限圧力の評

価

キャップロックの破壊圧 コア試験、リークオフ試験（注１

－７）

キャップロック強度、圧入上限

圧力の評価

温度・圧力 掘削時の測定、検層、温度・圧

力測定（温度勾配、圧力勾配を

含む）

ＣＯ２の溶解度、圧入圧力の適

確性評価

地層水の化学成分 地層水サンプルの成分分析 ＣＯ２の溶解度、岩石との反応

性の把握

（注１－６）キャップロックの浸透率が極めて低い場合は、キャップロックの浸透率・孔隙率の正確な測定は、

必ずしも必要ではない。

（注１－７）キャップロックの破壊圧については、キャップロックを破壊せずにその応力を算定する手法につ

いて、現在石油鉱山保安部会において検討中であり、そうした技術の採用についても同部会における技術的検

討を経ることを前提として認めるものとする。
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（参考１－１）財団法人地球環境産業技術研究機構（以下「ＲＩＴＥ」という）が長岡における

貯留実証事業で検討した事項（ＣＣＳ実施に係る安全基準検討ＷＧ・長期的な安全確保ＷＧ第１

回合同会合（平成２０年１１月６日開催）資料５等より作成）

１．「キャップロックのシール性が高く、連続性を有すること」

【背景となる考え方】

○ 圧入されたＣＯ２が長期にわたり安定して貯留されることを確保する観点で、圧入した地

層から上位層への漏洩を防ぐ観点から設定されたもの。

２．「深部塩水層の深度は 800ｍ～1,200ｍが望ましい」

【背景となる考え方】

○ ＣＯ２の体積が最小となるように圧入するためには、超臨界状態のＣＯ２を深部塩水層に貯

留することが望ましい。この臨界状態となる地層温度と圧力（約 31℃以上・7.4ＭＰａ以

上）を確保するために設定されたもの。 （下限（1,200ｍ）の目安については、掘削コ

スト、圧入の効率性等を考慮したと考えられる）

３．「連続性のある約 10ｍ以上の有効層厚をもつ深部塩水層が望ましい」

【背景となる考え方】

○ 貯留するＣＯ２（当初 8,000ｔ～10,000ｔを想定）を保持するのに十分な層厚を有すること。

４．「キャップロックと深部塩水層の地層傾斜は緩やかであること」

５．「キャップロックと深部塩水層は、付近（面積 1.5 平方キロメートルの範囲）に影響を及ぼ

す可能性のある断層あるいは不浸透層が存在しないこと」

【背景となる考え方】

○ 地表との角度が 60 度より小さい角度の断層はほとんどないことから、圧入深度を約 1,200

ｍと仮定し、圧入点を頂点とし、母線と地表面がなす角度を 60 度と設定し、地表面に向

かい広がる円錐の範囲にＣＯ２漏洩につながる可能性のある断層がないことを確保すると

ともに、地層に連続性が確認できることを前提とする。
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（参考１－２）これまでの石油・天然ガス開発経験から明確なＣＯ２地中貯留のための地質条件

と必要な地質情報（第２回ＣＣＳ実施に係る安全基準検討ＷＧ（平成２０年１１月１９日開催）

資料１等より作成）

１．地質構造

【基本的な考え方】

ＣＯ２をトラップする地質構造が存在していることが明確である必要がある。その具体的な構

造としては、石油・天然ガス開発の経験から、背斜トラップ、断層トラップ、層位トラップがあ

り得るが、まずは、背斜トラップが対象候補地として望ましい。ただし、他のタイプのトラップ

においても、十分な技術的根拠に基づいてトラップの存在が推定できる場合には、その条件を満

たすものとする。いずれのタイプのトラップにおいても、その存在を確認する必要がある。

２．貯留層

【基本的な考え方】

ＣＯ２圧入に伴う圧力上昇を吸収するのに十分な貯留能力があるかを確認する必要がある。

また、計画している圧入レートで圧入が可能かについて、浸透率の計測による圧入性の確認と

ともに、必要に応じてシミュレーションによる確認を行う。

さらに貯留層が、十分な広がり、連続性（不均質でない、断層がない等）を有していることを

確認する必要がある。

３．キャップロック

【基本的な考え方】

圧入したＣＯ２が滲
にじ

み出さない十分な厚さを有し、貯留層を覆っている必要がある。また、毛

管圧の作用によりＣＯ２の滲出
しんしゅつ

を防ぐことが可能であることを確保する必要がある。

さらに、ＣＯ２の圧入圧力においてキャップロックが破壊されない十分な強度を有する必要が

ある。

（参考１－３）地震を考慮したサイト選定にあたって必要な検討項目（第３回ＣＣＳ実施に係る

安全基準検討ＷＧ（平成２０年１２月２４日開催）資料１等より作成）

１．断層の有無

【基本的な考え方】

ＣＯ２圧入地点付近において、活断層・活褶曲等の調査、地質・地盤構造の調査を行い、活構

造や断層が付近にある場合には、貯留層やキャップロックに及ぼす影響を確認する必要がある。

ＣＯ２が貯留される付近に断層がないことが望ましいが、ある場合であってもその規模やシー

ル（泥岩層）の性状により、ＣＣＳの実施が可能な場合も十分ある。

２．地震活動

【基本的な考え方】
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圧入地点付近における過去の地震、活構造、微小地震の発生状況等を調査し、異常がないこと

を確認するとともに、ＣＯ２圧入後のモニタリングに資するため、付近の地震に関するバックグ

ラウンドを十分に把握しておくことが重要である。
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２．ＣＯ２輸送にかかる安全確保

ＣＯ２は不活性ガスであり、しかもＣＣＳのために輸送するＣＯ２は不純物の含有率が一定の基

準を満たしているので（７．参照）、そのガスの輸送にあたって、ＣＣＳのために特化して保安

又は環境上の目的で安全基準を設ける必要はないと考えられるが、（参考２－１）に示した高圧

ガス保安法などの関連法規を遵守又は準用する必要がある。

（参考２－１）現行国内法による関連規制

現在の国内法体系の中で、ＣＯ２の輸送を行う際に関連するものとしては、高圧ガス保安法が

ある。ＣＣＳにかかるＣＯ２は、温度及び圧力の状態によって同法の「高圧ガス」に該当し（第

２条第１項第１号）、その移動については、同法第２３条第１項により必要な保安上の措置を講

ずることが義務づけられる。

具体的な保安上の措置は、一般高圧ガス保安規則第４８条に車両を用いて移動（輸送）する場

合、第５１条に導管を用いて移動する場合の基準が定められている。

その他関連する法令として、車両を用いた輸送については、積載方法、重量等により、道路法

に基づく通行許可が必要となっている。

船舶によりＣＯ２を輸送する場合については、船舶安全法に基づく危険物船舶運送及び貯蔵規

則、船舶による危険物の運送基準等を定める告示に必要な措置が規定されている。具体的には、

ＣＯ２はその状態（気体、液体又は固体）又は運送の形態（個品での運送又はばら積みでの運送）

の違いにより、高圧ガス（同規則第２条第１項ロ）、有害性物質（同規則第２条第１号リ）又は

液化ガス物質（同規則第２条第１号の２イ）と分類され、輸送に際し講ずるべき措置が規定され

ている。

（参考２－２）諸外国における関連規制

米、ＥＵ、豪においては、ＣＣＳ実施のためのＣＯ２の輸送について、特に新たな規制を保安

又は環境上の目的から設けていない。
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３．ＣＣＳ関連施設設置にかかる安全確保

ＣＣＳ実証事業の実施にあたり設置する個々の施設・機器については、鉱山保安法などの関連

法規を遵守又は準用する必要がある。

（参考３－１）ＲＩＴＥが長岡において貯留事業を実施した際の例（ＲＩＴＥ作成）

ＲＩＴＥが長岡において、約１万トンのＣＯ２貯留事業を行った際に設置した施設及びその設

置に際し遵守した関連法規は以下のとおりとなっている。

設備（大項目） 具体的に設置したもの 遵守した関連法規

坑井 圧入井 鉱山保安法

観測井 鉱山保安法

圧入設備 液化炭酸ガスタンク（注３－１） 鉱山保安法

(高圧ガスを製造する施設)

液化炭酸ガス貯槽用加熱蒸発器（注３－

１）

鉱山保安法

(高圧ガスを製造する施設)

ブースターポンプ（注３－１） 鉱山保安法

(高圧ガスを製造する施設)

液化炭酸ガス加圧ポンプ（注３－１） 鉱山保安法

(高圧ガスを製造する施設)

受電設備・需要設備（注３－２） 鉱山保安法

(電気工作物)

受水設備

給水タンク

（注３－１）圧入設備のうちこれらの項目は｢高圧ガス保安法｣に準拠し、鉱山保安法における「高圧ガスを製造する

施設」として施設設置の認可申請がなされた。保安にかかる設備（安全弁、緊急遮断装置、ＣＯ２ガス漏洩検知警

報装置、通報設備）もこれに含まれる。

（注３－２）鉱山保安法における「電気工作物」として施設設置の認可申請がなされた。
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（参考３－２）ＣＯ２分離・回収装置の例（企業ヒアリングにより作成）

国内において、化学吸収法（アミン吸収法等）によるＣＯ２分離・回収装置の設置実績を調べ

たところ、設置に際し遵守した関連法規は以下のとおりとなっている。

設備（大項目） 具体的に設置したもの 遵守した関連法規

ＣＯ２分離・回

収装置

脱硫装置 毒物及び劇物取締法

（高度脱硫用ＮａＯＨ：劇物）

吸収塔 高圧ガス保安法

再生塔（リボイラーを含む） 労働安全衛生法

（第 1種圧力容器）

吸収液補給タンク 毒物及び劇物取締法

（ＫＯＨ：劇物）

コンプレッサ 高圧ガス保安法

（注３－３）上記の関連法規の該当・非該当は、化学吸収法の具体的内容、ガスの圧力により異なる。
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４．周辺環境への影響評価

４－１．背景

ＣＣＳが国際的に認知され、温暖化対策上非常に有望なオプションと位置づけられてから

の月日はまだ浅い。ノルウェーのスライプナーにおける海底下帯水層へのＣＯ２圧入が、温

暖化対策として世界で初めて開始されたのは１９９６年である。一方、ＣＣＳによりＣＯ２

を隔離することが期待される期間はこれに比較にならないほど長い。

ＩＰＣＣが２００５年にとりまとめた特別報告書は、ＣＣＳの分野において国際的に最も

傑出した専門家により編纂されている。ＣＣＳによる環境影響の可能性と範囲を考えるにあ

たって、ＩＰＣＣ特別報告書の記述は、検討の出発点として現在最も拠り所とすることがで

きるものである。

同報告書では、「圧入されたＣＯ２が 99％以上 100 年の期間、貯留層において管理されるこ

とは可能性が非常に高い（very likely）」、「1,000 年の期間としても可能性が高い（likely）」

としている。また、圧入したＣＯ２が漏出した場合のリスクを地球規模のリスクと局所的な

リスクに分けているが、前者は気候変動に影響するとし、後者については、人体、生態系及

び地下水への影響の可能性について言及している。

一方、ＣＣＳにより貯留するＣＯ２は、元々大気に放出されていたものを温暖化対策の目

的のために分離・回収したものであり、その分離・回収後のＣＯ２が満たすべき体積濃度等

の要件が明確となっている点（参考７－１、７－２参照）について留意する必要がある。ま

た、ＣＯ２の貯留にあたっては、計画している量のＣＯ２を安全かつ安定的に貯留することが

可能なサイトを選定するために必要な検討を行うこと（１．参照）、さらに、ＣＯ２圧入開始

以降についても、モニタリングを通じてＣＯ２漏洩等の異常が発生した場合に早期に検知可

能とするため必要な措置を講じる（８．参照）こと等にも留意すべきである。

（参考４－１）ＩＰＣＣ特別報告書において示されている潜在的漏洩経路（IPCC Special Report

“Carbon Dioxide Capture and Storage,” Summary for Policymakers and Technical Summary

ISBN 92-9169-119-4, p.32, Figure TS.8.）

＜漏洩シナリオ＞ ①圧入井又は廃坑井の欠陥よりＣＯ２が漏洩する場合、②確認されていない

地層上の裂け目、亀裂より徐々に漏洩する場合

＜潜在的漏洩経路＞

Ａ．ＣＯ２のガス圧が毛管圧を超えて移動

Ｂ．断層を通じてＣＯ２が移動

Ｃ．キャップロックの局所的な不連続部分を通じた移動

Ｄ．ＣＯ２貯留層圧の増加及び断層の浸透率の増加によって生じる移動

Ｅ．プラグの状態が完全でない廃坑井を通じた移動

Ｆ．地下水に溶解したＣＯ２が貯留層の外に移動

Ｇ．地下水に溶解したＣＯ２が傾斜した地層を通じて地表に移動

（注４－１）ＩＰＣＣ報告書では潜在的漏洩経路について escape と記述しており、ここでは「移動」の表現で統一し
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ている。

４－２．ＣＣＳに関連した環境影響評価にかかる研究等の状況

海底下に貯留したＣＯ２が海洋に漏出した場合の長期的な影響を評価するために必要な科

学的知見は、一部の研究（例：天然ＣＯ２流出海域調査：ＲＩＴＥ）は実施されているもの

の、統一的な手法・アプローチを導出するものとはなっていない。

なお、最近では、浮遊系のみではなく、底生系の生物への環境影響評価も検討されている。

（参考４－２）ＩＰＣＣ特別報告書より（IPCC Special Report “Carbon Dioxide Capture and

Storage,” Summary for Policymakers and Technical Summary ISBN 92-9169-119-4, p.13）

「・・・こういったレベルでのｐＨの変化は、海洋表面近くに生息する生物に何らかの影響があ

ることが分かっているが、長期的な影響については研究されていない。包括的なリスク評価を完

成させるためには、こうした影響への一層の理解が必要である。・・・」

４－３．今後の実証事業実施にあたって

（１）圧入したＣＯ２の漏出シナリオ

（参考４－１）に示されたＩＰＣＣ特別報告書における潜在的漏洩経路は、実際の漏洩

が起こり得る経路に着目すると、①圧入井や廃坑井に沿って移動、②断層やフラクチャに

沿って移動、③圧入層に沿って移動、④キャップロックの孔隙中を移動、に分類され、実

際の漏出はこれらの組み合わせによるということができる。

このうち、③及び④の漏洩経路は、非常に長期にわたる漏出シナリオ（10 万年～100 万

年）の一部を構成する可能性があると考えられるのに対し、①及び②は比較的短期であっ

ても漏出につながる可能性があるシナリオと言うことができる。

環境影響評価にあたっては、これらの漏洩経路、漏出シナリオとそのシナリオに対応し

た浮力、圧力等の漏洩のドライビング・フォースについても考慮することが必要である。

（２）リスクの時間的変化

ＣＯ２漏出にかかるリスクの時間的変化は、国際リスク管理委員会（ＩＲＧＣ）による

報告書（２００８）の中で示されているとおり、一般的には、圧入開始から徐々に漏出リ

スクが増大し、圧入終了時点で最高点に達し、サイト閉鎖後は、時間の経過とともに漏出

リスクが減衰していくと考えられる。

環境影響評価にあたっても、このリスクの時間的変化を考慮した検討を行うことが適当

と考えられる。
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（３）自然の環境変動レベルの把握

ＣＣＳの実証事業を実施する場合には、環境影響評価の項目等について、自然の変動の

レベルを把握しておくことが、生態系への影響等を評価する上で重要な参照情報となる。

このため、実証事業の実施地点が明確となった際には、可能な限り早急に、環境影響評価

項目を含めて、実証事業実施前段階における自然の環境変動のレベル把握につながるデー

タの取得に着手すべきである。

（４）環境影響評価の調査項目

環境影響評価については、海底下におけるＣＯ２の貯留に関する現行の海洋汚染等及び

海上災害の防止に関する法律（以下「海防法」という）を遵守する必要があるが、陸域に

おけるＣＯ２貯留の場合を含めて、事前及びＣＯ２圧入中・後に実施することが望まれる環

境影響評価の項目は次のとおりと考えられる。

【検討が必要な環境影響評価項目】

大気質 二酸化炭素

硫黄酸化物

窒素酸化物

粉じん

騒音

振動

水質（浅層の地下水）

＜陸域下貯留の場合＞

ｐＨ

ＨＣＯ３
－

水の汚れ

水の濁り

水温

有害物質（金属を含む）濃度

海水の化学的性状 ＣＯ２濃度指標

水素イオン濃度

有害物質（金属を含む）濃度

生物・生態系 サイトの状況に応じて項目を選定

景観

人と自然の触れあいの活動の場

廃棄物

地盤、地形及び地質

＜陸域下貯留の場合＞

土壌汚染
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（５）環境影響評価の実施方法

環境影響評価の実施にあたっては、上記（１）に示したＣＯ２漏洩経路とそのドライビ

ング・フォースを考慮した漏出シナリオを明確化した上で、必要な環境影響評価項目につ

いて、その評価の実施方法を明らかにする必要がある。

（６）留意事項

ＣＣＳにかかる環境影響評価の大きな特徴は、①ＣＯ２漏出による環境影響の有無が明

確でないこと、②ＣＯ２漏出による環境影響が生じる可能性のある時点が非常に遠い将来

となる可能性があること、③他の環境影響評価を実施する事業に類似の事例がなくその実

施方法も国際的に明確でないこと、等があげられる。

こうした状況を踏まえ、今後実施する実証事業に続いてＣＣＳの実用化が進む際には、

その環境影響評価の内容とその実施方法等について、国内実証事業において蓄積される知

見や今後の国際的な議論の動向を踏まえた対応が望まれる。

（参考４－３）現行国内法の関連規制

特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄にあたっては、海防法に基づき、環境大臣に提出する許可

を受けるための申請書（第１８条の８第２項）に「海底下廃棄事前評価書」を添付することと

されている（注：この海底下廃棄事前評価は、特定二酸化炭素ガスを海底下廃棄することによ

り海洋環境に及ぼす影響について調査するもの）。

この「海底下廃棄事前評価書」に記載が必要な項目は、以下の 7項目であり、特定二酸化炭

素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令（平成１９年環境省令第２３号）第４条第１項第１

号～第７号に規定されている。

① 海底下廃棄しようとする特定二酸化炭素ガスの特性

② 海底下廃棄をされた特定二酸化炭素ガスが海洋に漏出したと仮定した場合に予測され

る当該特定二酸化炭素ガスの海洋への漏出の位置及び範囲並びに漏出量並びにその予

測の方法

③ 潜在的海洋環境影響調査項目

④ 潜在的海洋環境影響調査項目の現況及びその把握の方法

⑤ 特定二酸化炭素ガスが海洋に漏出したと仮定した場合に予測される潜在的海洋環境影

響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法

⑥ 当該特定二酸化炭素ガスが海洋に漏出したと仮定した場合に予測される海洋環境に及

ぼす影響の程度の分析及びこれに基づく事前評価の結果

⑦ その他当該特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響につ

いての調査の結果に基づく事前評価に関して参考となる事項

また、この事前評価書の策定に際して盛り込むべき事項等については、「特定二酸化炭素ガ

スの海底下廃棄の許可の申請に係る指針（平成２０年１月・環境省）」に示されている。
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（参考４－４）諸外国における関連規制

１．ＥＵの規制（ＣＣＳ指令）

ＣＣＳ指令の附則による関連の指令の改正として、

① ＣＯ２を輸送する導管（直径 800 ㎜以上、全長 40 ㎞以上）

② ＣＯ２の貯留サイト及びＣＯ２回収装置（年間 150 万トン以上回収するものに限る）

は、官又は民のプロジェクトにおいて環境影響評価が必要なものとして列記されており、

従来のアセス指令（ＥＣ指令８５／３３７／ＥＥＣ）に沿い、環境影響評価を行うことと

なる。

２．米国のＵＩＣプログラム・クラスⅥ

ＣＣＳに関連した施設設置等に関する事前の環境影響評価の実施は特に求められておらず、

それぞれの州法に従い、環境影響評価に対応することとなる。なお、ＵＩＣプログラムでは、

ＣＯ２の圧入にあたって、サイトが満たすべき最低限の基準（§１４６．８３）等を示してお

り、事業者はサイトの地質構造が計画している量のＣＯ２を貯留するのに適切であること等を

証明することが求められている。その過程で例えばＣＯ２が漏洩する可能性の検討をすること

となる。



- 17 - 
 

５．ＣＯ２地中貯留を目的とした坑井の掘削・閉鎖にあたっての安全確保

５－１．坑井の掘削及び仕上げ

（１）ケーシング計画の策定

坑井の掘削にあたっては、貯留層より浅い領域の家庭用飲料水、工業用地下水等の淡水

地下水層の保護及び逃水、崩壊、噴出等の掘削障害を回避することを目的として、あらか

じめケーシング計画を策定する。

（２）噴出（ブローアウト）防止対策

掘削にあたっては、噴出防止のため、あらかじめ地層の構造及び深度に対する地層圧の

変化を分析し、必要に応じて多段のケーシングを設置する計画とした上で掘削を行い、常

時地層圧を監視しながら、適正比重の泥水を用いて坑内の圧力制御を行う。

また、ブローアウト・プリベンター（ＢＯＰ）を、少なくとも一段以上設置し、高圧流

体が地上へ噴出することを防止する。

さらに、坑井掘削時には、掘削の際にリターン泥水のガス含有量、流量等を連続的に監

視し、異常高圧層の存在、坑内への流体浸入の兆候の早期発見に万全の体制を講じる。ま

た、チュービングパイプの交換時など、定常的な圧入以外の坑井の作業時にも噴出に注意

して作業を行うことが必要である。

（３）ＣＯ２漏洩防止のためのセメンティング

圧入するＣＯ２の漏洩を防止し、長期的な安定性に配慮するため、坑井に降下したケー

シングパイプと坑壁との間にセメントを必要区間充填することとし、ＣＯ２貯留対象層を

直接遮蔽する部分のセメントには、ＣＯ２に対して耐久性のあるセメントを使用しなけれ

ばならない。

（４）坑井の仕上げ

坑井の仕上げには、チュービングとパッカーを使用し、ＣＯ２圧入時にチュービングの

外側における圧力等の監視を行うことにより、圧入しているＣＯ２漏洩の兆候について監

視できる体制を確保する。

圧入井掘削・仕上げにあたっては、ＣＯ２圧入予定圧力、圧入レート、ケーシングとチュー

ビングの強度等を総合的に検討し、ＣＯ２の圧入により坑井の破壊が生じないことを確保

する。

また、坑井には、圧入するＣＯ２による腐食を防止し、長期的な安定性に配慮するため、

必要箇所には耐ＣＯ２腐食材料で製作された資材、又は耐ＣＯ２腐食防止表面処理を施した
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資材を使用する。

さらに、鋼管類、坑口装置の継ぎ手についても、圧入するＣＯ２の圧力に対応して、十

分なシール性が確保されるものを利用する。

（５）防爆対策

掘削施設付近における防爆のための措置については、石油、天然ガス井掘削と同等の安

全性を確保する。

（６）関連法による保安上の措置の準用

鉱業法、鉱山保安法、石油及び可燃性天然ガス資源開発法等を準用し、石油又は天然ガ

スを開発する際の坑井掘削、関連施設の設置に必要な安全性と同等の安全性を確保する。

５－２．坑井の閉鎖

ＣＣＳ実証事業を行なった際に掘削した圧入井、調査井及び観測井を閉鎖する際の安全性

確保については、鉱山保安法などの関連法規を準用することに加え、長期的な安定性に配慮

して行うべきである。

このため、ＣＯ２と接触する恐れがある箇所のセメントプラグ性状については、ＣＯ２に対

する耐久性が高い特殊セメント／セメント添加剤を使用することとし、特に坑井近傍に残留

するＣＯ２を減少させるための措置を講じることについても検討が必要である。

５－３．坑井の記録

事業者は、坑井閉鎖後も坑井の存在が明確となるよう、その位置、閉鎖の方法、状態等に

かかる明確な記録を保存し、当局からの要請に応じいつでもその記録を提示可能とすること

が必要である。
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（参考５－１）現行の石油・天然ガス井掘削時の保安上の基準

１．鉱業法

鉱業法第６３条第１項または第２項の規定に基づき、施業案を経済産業局長に届出又は認可

を受けなければならない。

その申請を行う試掘権者又は採掘権者は、鉱業法施行規則第２７条の規定に従い、同規則様

式第２０による施業案に説明図をあわせて提出しなければならない。

２．石油及び可燃性天然ガス資源開発法

石油及び可燃性天然ガス資源開発法第３５条第１項の規定に基づき、鉱業権者等は、掘削し

ようとする坑井に関し、経済産業局長に開坑届を提出しなければならない。開坑届の様式は、

同法施行規則第４１条様式第９に定められている。

３．鉱山保安法

鉱業法に基づく施業案の届出又は認可後、鉱山保安法第１３条の規定に基づき、使用する掘

削施設の設置等を含む工事計画を届出なければならない。掘削施設は、届出対象施設として「同

法施行規則別表第２の五「石油鉱山における掘削施設」に定められている。工事計画届出は同

規則様式第１により行い、具体的な工事計画の記載事項は別途、「工事計画の記載事項」におい

て定められている。

また、掘削施設等の技術基準は、「鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令」に定め

られており、例えば噴出防止装置については第１７条第４項第１１号において、また、海洋で

の掘削に使用する掘削バージについては第１８条において、それぞれ基準が定められている。

これらのさらに具体的な内容は、同省令の技術指針第１５章掘削装置及び第１６章掘削バージ

の中に定められている。

防爆に関しては、鉱山保安法施行規則第１５条において、鉱業権者が講ずべき措置が掲げら

れており、その事例が「鉱業権者が講ずべき措置事例」第１３章坑外における火気の取扱いの

中で「火災を防止するための措置」として、例えば、「火気禁止」の警標や火災又は爆発の危険

がある施設から８ｍ以内の電気施設について防爆型とすべきことが定められている。
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（参考５－２）現行の石油・天然ガス井閉鎖時の保安上の基準

石油・天然ガス井の閉鎖に関連しては、鉱山保安法第８条、同法施行規則第２５条に規定がさ

れており、その具体的内容については、「鉱業権者が講ずべき措置事例」の第２２章に定められ

ている。

＜鉱業権者が講ずべき措置事例第２２章（要約）＞

（１）石油・構造性天然ガス井にかかる措置

・ 裸坑部に仕上層又はテスト層がある場合には、裸坑部分のうちそれらの層の上端から 30

ｍ以浅、下端から 30ｍ以深の範囲についてセメントプラグを設置する。

・ 最終ケーシング以深に裸坑部がある場合には、ケーシングシューの上下それぞれ 30ｍ以上

の範囲にわたる部分についてセメントプラグを設置する、又は、ケーシングシュー直上付

近にブリッジプラグを設置する。

・ パーフォレーション部の上端から 30ｍ以上の範囲にわたる部分にセメントプラグを設置

する、又は、パーフォレーション部の上端直近部分にブリッジプラグを設置する。

地表部については、地表付近に長さ 30ｍ以上のセメントプラグを設置する。

・ すべてのケーシング、坑口装置等は、地表面下 2ｍ以深の場所において撤去し、撤去後の

坑口付近はセメント、土砂等で埋め戻しを行い、原状回復を図る。

（２）水溶性天然ガス井にかかる措置

・ 坑井の穿孔部については、穿孔部の最上部及びその上端から 30ｍ以上の範囲についてセメ

ントプラグを設置する。

・ 地表部については、地表付近に長さ 30ｍ以上のセメントプラグを設置する。

・ すべてのケーシング、坑口装置等は、地表面下 1.5ｍ以深の場所において撤去し、撤去後

の坑口付近はセメント、土砂等で埋め戻しを行い、原状回復を図る。
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６．ＣＯ２圧入・運用時の安全確保

６－１．ＣＯ２圧入・運用計画の策定

ＣＯ２を計画に沿って圧入し、長期的にＣＯ２を安定して貯留するためには、高圧ガス保安

法などの関連法規を遵守又は準用し、ＣＯ２の圧入・運用を適切かつ確実に実施する必要が

ある。また、ＣＯ２の圧入・運用の開始前に、ＣＯ２圧入圧力の設定に対する基本的な考え方、

圧入圧力の基準値とその設定方法・管理方法及び圧入レート等を内容とするＣＯ２圧入・運

用計画を策定することが必要である。

６－２．詳細モデルの更新を通じたＣＯ２圧入・運用計画の最適化

ＣＯ２の圧入開始以降、ＣＯ２の挙動に関するモニタリングの結果を、詳細モデルにフィー

ドバックし、モデルの更新を行う。さらにその改良されたモデルを利用して、ＣＯ２圧入・

運用計画の改善・最適化を図る。具体的には改良されたモデルにより、目標とする貯留量に

至るまでの圧入レート、圧入圧力等の具体的な運用条件について最適化を行う。

６－３．他の項目との関係

モニタリング、異常発生時の対応については、８．及び９．の項目を参照。

（参考６－１）諸外国における関連規制

１．ＥＵの規制（ＣＣＳ指令）

ＣＯ２圧入・運用時の安全性確保については、貯留に対する許可の内容（第９条）に含まれて

いるとの考え方にたっている。許可の内容には、ＣＯ２の最大圧入圧力等が含まれている。特に

運用時の条件等を取り出した規定はない。

２．米国ＵＩＣプログラム・クラスⅥ

§１４６．８８において、ＣＯ２の圧入・運用時の運転要件を定めているが、その中では、常

時モニタリングすべき事項（圧入圧力、ＣＯ２流の流速、量、温度、アニュラス圧力、アニュラ

スの流体量等）を規定していることに加えて、「圧入圧力が圧入層における地層破壊圧の 90％を

超えないように注意しなければならない」と規定している。
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７．圧入するＣＯ２の濃度基準

７－１．海底下地層への貯留の場合

海防法の規定を遵守する必要がある。

今後ＣＣＳ実証実験を経て実用化が進む過程において、ＣＯ２の回収方法としては、化学

吸収法であるアミン溶液を使用したＣＯ２の回収方法が最も有望であるが、石炭ガス化複合

発電（ＩＧＣＣ）等高効率な石炭火力発電からのＣＯ２回収によるＣＣＳ実施の重要性等を

考慮すると、ロンドン条約１９９６年議定書遵守の観点で支障が生じない範囲において、よ

り柔軟かつ迅速に以下のＣＯ２回収方法及びその濃度について海防法政令への追記の検討が

必要である。

（１）既存の化学プラント等の過程で回収されるＣＯ２

ロンドン条約１９９６年議定書との関係で支障がないと考えられ、既に商用化され使用

実績のあるアンモニア製造工程等における｢炭酸カリ溶液｣を用いた化学吸収法について

は、その成分、体積百分率等を検証の上、海底下地層への廃棄を可能とする途を開くこと

について検討すべきである。

（２）ＩＧＣＣにより排出されたガスより回収されるＣＯ２

ＩＧＣＣにおいてＣＣＳを行う場合に対応したＣＯ２の基準についても、その回収方法

と濃度について早期の検討が必要である。具体的には、ＩＧＣＣの過程では、ＣＯ２を回

収する際のガスにはＨ２Ｓが含まれるとされ、既に海防法に規定されたアミン吸収法を用

いた場合、Ｈ２ＳとＣＯ２が同時に吸収され、必要とされる体積百分率を満足させるために

は、このＨ２ＳとＣＯ２の混合ガスからＣＯ２を分離する工程がさらに必要となる。また、

ＩＧＣＣについては物理吸収法も実用レベルで採用されている。こうした現状に対応した

適切なＣＯ２回収方法と濃度の規定の検討が必要である。

７－２．陸域における貯留の場合

現在、陸域においてＣＯ２を圧入・貯留する場合に圧入するガスが満たすべき基準を定め

る法令はない。

今後、陸域における貯留を検討する際には、万が一貯留したＣＯ２が地中から大気、地下

水等へ漏出する場合を考慮しても、大気汚染防止法などの関連法規が確実に遵守されること

を確保する必要がある。
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（参考７－１）ロンドン条約１９９６年議定書における規定（附属書Ⅰから抜粋）

二酸化炭素を含んだガスについては、次の場合に限り、投棄を検討することができる。

・ 海底下の地層への処分である場合。

・ 当該二酸化炭素を含んだガスが極めて高い割合で二酸化炭素から構成されている場合。

ただし、当該二酸化炭素を含んだガスには、その起源となる物質並びに利用される回収

工程及び隔離工程から生ずる付随的な関連物質が含まれ得る。

・ いかなる廃棄物その他の物もこれらを処分する目的で加えられていない場合。

（参考７－２）海防法における規定

１．規定内容

【海防法における規定】

第１８条の７第２号において、「特定二酸化炭素ガス（二酸化炭素が大部分を占めるガスで政

令で定める基準に適合するもの）」を定義し、第１８条の８第１項により、この特定二酸化炭素

ガスについては、環境大臣の許可を得て、海底下廃棄ができることとしている。

【海防法施行令における規定】

第１１条の５において、アミン類と二酸化炭素との化学反応を利用して二酸化炭素を他の物質

から分離する方法により集められたものであって、当該ガスの二酸化炭素濃度が体積百分率99％

以上であること、と規定されている。（ただし、石油精製に使用する水素の製造のためにアミン

吸収法により二酸化炭素を回収する場合には、体積百分率 98％以上）

２．規定の背景

海防法におけるＣＯ２の基準はロンドン条約１９９６年議定書における規定を根拠とするもの

である。即ち、同議定書において「overwhelmingly（極めて高い割合）」と定めているＣＯ２の基

準について、国内実施法においては、その回収方法と体積濃度の組み合わせにより具体化してい

る。アミン吸収法は、政令制定時における専門家の検討等を踏まえて、当面実用化される可能性

のある回収方法として定められたものである。
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（参考７－３）諸外国における関連規制

１．米国ＵＩＣプログラム・クラスⅥ

§１４６．８１（ｄ）において、ＣＯ２が大部分を占めるとする一方、分離や回収の過程で不

可避な付随物質の含有を認めている。

２．ＥＵ（ＣＣＳ指令）

ＣＣＳ指令第１２条において、「ＣＯ２が大部分を占めるガス」とし、廃棄物等を添加してはな

らないことに加えて、一般に回収されたＣＯ２には付随物質があることも併せて規定している。

３．豪州

ＯＰＡセクション６（２００８年１１月改正）において、貯留の対象となる「温室効果ガス」

を定義している。（ただし定性的なもののみ）
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８．モニタリング

８－１．ＣＯ２圧入開始前までに実施すべき事項

（１）ＣＯ２貯留層及びその上位層にかかる詳細モデルの構築

ＣＣＳ実証事業実施の候補地選定にあたって、地質構造のデータ、調査井の掘削等によ

り得られた物理検層、コア試験、原位置試験のデータ及び震探調査により得られたデータ

を利用して、計画している全てのＣＯ２の圧入を行った場合に影響が及ぶと予測される範

囲全体を含む地層を対象とした詳細モデルを構築し、ＣＯ２の挙動予測シミュレーション

に資する。

（２）ＣＯ２の圧入に先立つＣＯ２地中挙動予測シミュレーションモデルの高精度化

ＣＯ２圧入開始前に実施される注水試験等とシミュレーションモデルによる応答との

マッチングを図ることにより、上記（１）により構築したシミュレーションモデルの高精

度化を可能な限り行う。また、構築したモデルについて設定したパラメータの感度解析を

適宜実施し、ＣＯ２圧入に関連した挙動の予測の幅を調べておく。

（３）モニタリング項目にかかるバックグラウンドデータの取得

８－２．以下に示すモニタリングの具体的項目について、ＣＯ２圧入開始前の一定の期

間、十分な量のバックグラウンドデータを取得し、ＣＯ２圧入開始前と後の対比を可能と

すべきである。

８－２．ＣＯ２圧入開始以降に実施すべき事項

以下に示す項目のモニタリングは、（イ）圧入したＣＯ２の挙動を観測（当初の計画通りＣ

Ｏ２の圧入及び貯留が安全・安定的に行われていることを確認）すること、（ロ）得られたデー

タと詳細モデルによるシミュレーション結果との比較を通じてモデルの改良を図ること、

（ハ）ＣＯ２の漏洩等の異常が生じている場合に検知すること、等を目的として実施する。

（１）ＣＯ２の圧入時においてモニタリングすべき事項

[常時監視する事項]

・ 圧入井坑底における圧力及び温度（ただし、坑底に圧力計・温度計を設置できない

場合は推定による）

・ 圧入井坑口におけるＣＯ２の圧入流量、圧力及び温度

・ 圧入井のアニュラス圧力
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・ 観測井がある場合には、ＣＯ２圧入を行っている地層と（連続的につながっている）

同じ層の圧力、温度及び坑口圧力

・ 観測井がある場合には、観測井のアニュラス圧力

・ 圧入地点及びその周辺地域における微震動

[定期的に監視する事項]

・圧入するＣＯ２の性状（濃度及び含まれる不純物の濃度）

[可能な限り監視すべき事項]

・ キャップロックより上位層における圧力及び温度

・ 比抵抗、音波速度、飽和率等のＣＯ２の検知に有効な物性

・ 観測井等で採取した地下水の化学的特性

・ 地下流体の地表湧出点がある場合には、湧出流体の流量及び化学的特性

（注８－１）上記の常時及び定期的にモニタリングすべき事項に加えて、圧入されたＣＯ２の挙動をより高精

度に観測する観点から、モニタリング項目の追加について検討し、必要に応じて実施することが望まれる（例：

ＶＳＰ(vertical seismic profiling)や坑井間弾性波トモグラフィ）。その場合にも、８－１（３）にあると

おり、十分なバックグランドデータの取得が必要となる。

また、ＣＯ２が漏洩した場合の早期発見・観測の可能性を追求する観点から、下記（２）の震探調査を補完

して実施するモニタリング項目として、比抵抗を調べる電気探査・電磁気探査や傾斜計等によるモニタリング

が有用と考えられる。特に温度・圧力等常時観測しているデータに異常が認められた場合等に、これらの手法

を用いたモニタリングを機動的に実施することを検討すべきである。

さらに、今後、周辺地域の自治体等の理解を得てＣＣＳを進めていく観点から、地表面又は海底面の比較的

広い地域を対象として、ＣＯ２の漏出が生じていないか確認するためのモニタリング手法について、諸外国等

の動向を見つつ検討するとともに、必要に応じて関連する技術開発を進めていくことが望まれる。

（２）ＣＯ２圧入開始以降の地層等のモニタリング

現在の海防法に基づく関連規定によれば、「許可期間内に２回程度（２年に１回程度）、

地震探査等により廃棄した地層の監視を行い、」とされている。

震探調査は、現在、圧入されたＣＯ２の挙動を観測し、地層の状態をモニタリングする

最も有効な方法であると考えられる。一方、その実施頻度については、プロジェクトの経

済性に影響を与える可能性がある。この観点から、数値シミュレーションモデルの改良を

通じた信頼性向上や、震探調査を補完する他のモニタリング技術の活用、それらの最適と

考えられる組み合わせについて追求していくことが望まれる。
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（３）ヒストリーマッチング

ＣＯ２圧入に伴い取得される坑井データや震探調査等の地球物理的モニタリングデータ

を最大限に利用して、ヒストリーマッチングを繰り返し実施し、実測データとシミュレー

ション結果との乖離を可能な限り小さくし、事後のＣＯ２挙動予測にあたって利用するシ

ミュレーションモデルの信頼性向上を図る。

（４）長期的なＣＯ２挙動の予測

上記（３）によりヒストリーマッチングを行って改良された数値シミュレーションモデ

ルを利用して、貯留したＣＯ２の長期挙動についてシミュレーションを行う。

このシミュレーション結果により、必要に応じてＣＯ２圧入計画やモニタリング計画の

見直し等を行う。

（５）ＣＯ２圧入井及び調査井の健全性等にかかるモニタリング

ＣＯ２漏洩の可能性が最も高いとされるのは、坑井周辺である。上記８－１．、８－２．

に示したモニタリングに加えて、圧入井、調査井、同じ事業において掘削したその他の坑

井、さらに必要に応じて他の事業で掘削された付近の既存井の健全性についても検査を行

い、異常がないことを確認するとともに、異常が生じている場合には必要な対応策を講じ

ることとする。

（６）ＣＯ２圧入終了後のモニタリング継続期間

圧入したＣＯ２の漏出リスクの時間的変化は、圧入終了時点で最高となり、その後リス

クが減衰すると考えられる。

上記に示したモニタリングについては、少なくともＣＯ２圧入井を閉鎖するまでの間は

実施することとし、圧入井閉鎖の時期等が具体化した段階で改めてその後のモニタリング

継続、その方法と内容について検討すべきである。

８－３．モニタリング計画の策定

上記８－１．及び８－２．の内容を踏まえ、実証事業実施に際しては、モニタリングの具

体的内容についてとりまとめたモニタリング計画を策定すべきである。
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（参考８－１）ＲＩＴＥが長岡における貯留実証事業で検討した事項（ＣＣＳ実施に係る安全基

準検討ＷＧ・長期的な安全確保検討ＷＧ第１回合同会合（平成２０年１１月６日開催）資料５等

より作成）

１．モニタリングの実施

ＣＣＳの実施に際して、ＣＯ２の漏洩や挙動を観測するために、長岡における実証事業では、

以下の観測を行った。

＜ＣＯ２圧入時に観測を行ったもの＞

項 目 目 的

○圧力及び温度 ＣＯ２圧入制御のためのデータ取得

※漏洩が起きた場合には、予測から外れるよ

うな圧力又は温度の変化があると考えられ

ることから、連続観測により異常の早期検知

を目指す

○坑井間弾性波トモグラフィ ＣＯ２の二次元分布把握（圧入中・後）

○物理検層

－比抵抗、中性子、ガンマ線、音波、セ

メントボンド、ＢＨＴＶ（ボアホール・

テレビュアー）

観測井におけるＣＯ２到達把握等

○微動観測

－地上地震計、ハイドロフォン

圧入に伴う微動発生の監視

＜ＣＯ２圧入終了後＞

項 目 目 的

○ＢＨＴＶ 観測井の健全性評価

○ＲＣＢＬ（ラジアル・セメントボンド・ロ

グ）

観測井の健全性評価

○地下水採取試験（ＣＨＤＴ） 観測井における地層水の化学分析

○貯留層飽和率検層・中性子検層（ＲＳＴ） 圧入井におけるＣＯ２飽和率（ＣＯ２濃度）分

布の確認等

○坑内水位低下調査 観測井の坑内調査

２．シミュレーションの実施

ＣＯ２の圧入開始に先立ち、地質に関して得られたデータを用いて、ＣＯ２を保持する地質

構造にかかるモデルを構築し、以下のシミュレーションを行った。

（１）「ヒストリーマッチング（圧入中のＣＯ２の挙動）」

【背景となる考え方】
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（参考８－２）貯留量の定量評価及び漏洩の早期検出に効果的なモニタリング（第３回長期的な

安全確保検討ＷＧ（平成２０年１２月２６日開催）資料２等より作成）

１．主なモニタリングの手法（「図解ＣＯ２貯留テクノロジー」（ＲＩＴＥ編）より引用）

測定技術 測定パラメータ 適用例

○人工・自然トレーサ試

験

移動時間、岩石・塩水・石

油などへのＣＯ２溶解、流体

経路

・貯留層におけるＣＯ２の移動の追跡

・溶解トラップ量の定量化

・漏洩の追跡

○地層水組成分析 ＣＯ２、ＨＣＯ３
－、

ＣＯ３
２－、主要なイオン、

塩濃度

・溶解・鉱物トラップの定量化

・ＣＯ２－水－岩石相互作用の定量化

・浅層地下水帯水層への漏出の検出

○地中水圧測定 地圧、環状間隙圧（注８－２）、

地下水の帯水層圧

・割れ目での地圧制御

・坑井と坑井内チューブ管（注８－３）の

状態

・貯留層からの漏洩

○坑内検層 塩水塩濃度、音波速度、

ＣＯ２飽和度

・貯留層の中及び上部でのＣＯ２の移

動の追跡

・浅い帯水層中への塩水の移動の追跡

・３Ｄ震探調査のための地震波速度の

較正

○ 圧入前の地質調査において予測されていた貯留層モデルの信頼性及び将来の予測精度

を向上させる（高精度化）ために、圧入井及び観測井における坑底圧、ＣＯ２の到達時

期、ＣＯ２飽和率をマッチング対象とし、不動水飽和率、相対浸透率、孔隙圧縮率、臨

界ガス飽和率、浸透率不均質性等をパラメータとしてヒストリーマッチングを行った。

（２）「長期挙動予測」

【背景となる考え方】

○ 上記（１）のヒストリーマッチングを行った貯留層モデルを用いて、ＣＯ２飽和率、溶

解ＣＯ２分布、イオン化ＣＯ２分布、鉱物化ＣＯ２分布の予測を行い、圧入されたＣＯ２

の挙動・分布を３次元的に可視化した。

○ この結果を用いて、実証プロジェクトのバウンダリーの確認を行い、その範囲における

ＣＯ２貯留の長期安定性評価や漏出リスク等を分析した。

（３）「安全性・環境影響の予測」

【背景となる考え方】

○ （２）で評価された予測範囲を超える事象を想定し、安全性の観点から貯留層からＣＯ２

が漏出する極端なケースの評価と、それが環境に及ぼす影響の整理を行った。
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○３Ｄ地震波探査 Ｐ波、Ｓ波速度、反射面、

地震波振幅減衰

・貯留層の中及び上部でのＣＯ２の移

動の追跡

○ＶＳＰ／弾性波ＣＴ Ｐ波、Ｓ波速度、反射面、

地震波振幅減衰

・貯留層における、ＣＯ２の詳細な分

布の検出

・断層及び割れ目からの漏洩検出

○電気探査及び電磁気

探査

地層伝導率、電磁誘導（注８－

４）

・貯留層の中及び上部へのＣＯ２の移

動の追跡

・浅い帯水層中への塩水の移動の追跡

○重力測定 流体置換による密度変化 ・貯留層の中及び上部へのＣＯ２の移

動の検出

・地下でのＣＯ２物質収支

○地表変形測定 傾斜、干渉法とＧＰＳを使

用する垂直及び水平変化

・貯留層とキャップロックの地盤力学

的効果の検出

・ＣＯ２移動経路の検出

○人工衛星／航空機に

よる赤外線探査

地面のスペクトルイメージ ・植物分布の計測

○地表のＣＯ２フラック

スモニタリング

地面と大気の間のＣＯ２フ

ラックス

・ＣＯ２放出の位置と量の検出

○土壌ガスサンプリン

グ

土壌ガス組成、ＣＯ２の同位

体分析

・ＣＯ２の高感度な検出

・高濃度土壌ガスＣＯ２の源の特定

・生態系への影響評価

（注８－２）アニュラス圧力のこと（資料提供者に確認）

（注８－３）チュービングのこと（資料提供者に確認）

（注８－４）比抵抗のこと（資料提供者に確認）

２．海外におけるモニタリングの事例

（１）スライプナー（ノルウェー：深部塩水層へのＣＯ２圧入）

スライプナーにおいては、繰り返しの地震探査に加え、微小重力探査を実施し、ＣＯ２の挙動

監視を行った。

（２）ウェイバーン（カナダ：石油増進回収（ＥＯＲ））

ウェイバーンにおいては、繰り返しの地震探査に加え、生産流体の地化学分析を実施し、ＣＯ２

の挙動監視を行った。

（３）インサラ（アルジェリア：砂漠の帯水層へのＣＯ２圧入）

インサラにおいては、人工衛星の観測データをもとに、4 年間で 1～2 ㎝程度の地表変位が推

定されている。（地震探査は実施条件となっていないが、実施される予定。）
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震探調査によるＣＯ２の挙動観測は重要な手法の一つである一方、震探調査を補完する有効な

手法の開発とその採用・組み合わせが非常に重要である。この観点で、現在、経済性・有効性を

考慮すると、震探調査と組み合わせて実施する探査の候補として、微小重力探査やＶＳＰ等があ

げられる。

３．ヒストリーマッチングの重要性

ＣＯ２の分布や貯留量等を推定する上で、貯留層の地質モデルの高精度化を行うため、モニタ

リングのデータを活用した初期地質モデルのキャリブレーションによるヒストリ－マッチング

は極めて有効である。

このヒストリーマッチングは、貯留されたＣＯ２の長期挙動予測を行うモデルの信頼性を高め

る上でも重要である。

また、このヒストリ－マッチングを十分経たモデルの利用により、ＣＯ２モニタリング頻度に

ついて改めて検討を行うことや、経済性を考慮したモニタリング設計が可能となる。

４．ＣＯ２漏洩の早期検出にあたって

ＣＯ２の動きを確認するためには、震探調査でその動きを見るだけではなく、そのバウンダリー

において溶解したＣＯ２の観測を行うことが必要である。この溶解したＣＯ２を観測するために

は、弾性波速度の測定と同時に比抵抗の測定を行う必要がある。

また、ＣＯ２漏洩の早期検出には、弾性波速度の測定よりも、初動の振幅測定が有効であり、

その常時観測のためのシステム開発は意義がある。

（参考８－３）地震との関係を踏まえてモニタリングに要請されること（第３回ＣＣＳ実施に係

る安全基準ＷＧ（平成２０年１２月２４日開催）資料１等より作成）

想定外の事象の確認を行うために、地震活動状況の監視を行うことは必要であり、モニタリン

グの範囲選定にあたっては、圧入により影響が及ぶ範囲を確認しておく必要がある。

現在、地震動の観測については、陸域においては防災科学研究所による Hi-net 観測網等が構

築されている。圧入地点近傍では、陸域では 10ｋｍ、海域では 20ｋｍ程度をカバーして観測す

ることにより、Hi-net を下回らない検知能力、震源精度を確保することが望ましい。

具体的には、周波数範囲は圧入地点で数Ｈｚ～数ｋＨｚ、それ以外で数Ｈｚ～数十Ｈｚを観測

できるオンライン連続観測が望ましく、陸域では 100ｍ程度のボーリング孔底観測、海域では海

底地震計観測が望ましい。解析項目としては、連続波形表示、イベント検出表示、自動読取機能、

震源表示、各種解析・アラーム機能等を整備しておくことが望まれる。
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９．異常が発生した場合に採るべき措置

９－１．発生しうる異常事態の想定と優先順位の付与

異常時に採るべき措置を検討する場合には、あらかじめ異常事態の内容について可能な範

囲で想定する必要がある。その際、発生する異常事態によって生じる影響とその範囲（対象）

についても併せて検討する必要がある。

ＣＣＳの場合、主として想定される異常事態は、①ＣＯ２の漏出に伴う周辺住民の健康・

安全への影響又は周辺生態系への影響、②関連施設の毀損に伴う作業員の安全への影響であ

る。

その際、人の生命にかかわることや不可逆的な生態系への影響については対応に優先度を

おくとともに、異常事態の発生を認識した際に当局や周辺自治体へ遅滞なく通報する体制の

確保が必要である。

【異常事態の想定とその影響（例）】

異常事態 異常事態による影響

○圧入したＣＯ２の漏出

○自然災害（地震の発生等）

○設備の毀損・崩壊

●大気へのＣＯ２放散

●地下水へのＣＯ２漏出

●海洋へのＣＯ２漏出

●圧入したＣＯ２の漏出

●ＣＯ２回収・輸送・圧入設備の崩壊

●大気へのＣＯ２放散

●地下水へのＣＯ２漏出

９－２．異常の検知にかかる基準の設定

ＣＯ２貯留開始後、常時モニタリングを行う温度・圧力・微震動（８．参照）に加えて、

異常の検知に有用な項目について、「異常」とみなし必要な措置を講じる基準を定めること

が必要である。この基準については、後述（９－５．（１））の規程に盛り込むものとする。

（異常の検知に有用な項目（例））

・ 圧入井や観測井における圧力又は温度の急変

・ 弾性波測定や比抵抗測定を通じたＣＯ２漏洩の検知（注９－１）

・ 施設または貯留サイトに被害を及ぼす可能性のある強い地震動

・ 施設の火災

（注９－１）弾性波測定や比抵抗測定の常時モニタリングを求める意味ではない。
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９－３．異常事態の発生時に必要な対応措置等の想定・準備・実施

以下のように、異常事態への対応措置等の事前の整理と実際の行動が必要である。

【異常事態に対応した対応措置等】

目 的 対 象 対応措置

異常事態による影響の拡

大防止（あるいは鎮圧）

ＣＣＳ設備（回収施設、

圧入設備、パイプライ

ン、管理施設等）

【ＣＯ２漏洩回避】

・ＣＯ２回収・輸送・圧入作業の停止

・輸送管・圧入井坑口の封鎖

【設備の毀損等への対応】

・消火活動等

【人的被害の回避】

・作業人員の退避

周辺環境への影響拡大防

止

周辺自治体等 ・関連する行政当局への通報

異常事態の収束までの状

況把握及び追加措置

・ＣＣＳ設備

・周辺自治体等

・異常・被害状況の把握

・原因の特定、必要で効果的な緩和措置

の実施

・周辺自治体等への情報提供

９－４．異常事態の収束後の対応

以下のように、異常事態の収束に対応した措置等の事前の整理と実際の行動が必要である。

【異常事態の収束に対応した対応等】

目 的 対 象 対応措置

設備・事業の復旧・

再開

・ＣＣＳ設備・貯留サイト

・周辺地域

・ＣＣＳ設備、貯留サイトの安全確認、

修復等

・周辺自治体等 ・周辺自治体等への状況説明、事業再開

への合意獲得

・個々の異常事態の対応措置全体の評

価・事後の改善
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９－５．異常事態に対応するために準備すべき事項

（１）危害予防規程や保安管理体制の整備

発生しうる異常事態と必要な対応措置等の想定に基づき、異常が発生した場合に採るべ

き措置についてルール化した規程を整備すべきである。

同規程においては、異常事態が発生した場合の①保安管理体制の整備、②保安統括者や

保安技術管理者等の選任及びこれらの者の職務の範囲、③施設が危険な状態になったとき

の措置及びその訓練方法に関すること、等について定めることが必要である。（参考：高

圧ガス保安法第２６条（危害予防規程））

（２）ＣＯ２漏出等の重要シナリオの抽出

危害予防規程や保安管理体制の整備にあたっては、ＣＣＳを実施しているサイトの地質

上の特性や採用した技術の特徴等を踏まえた上で、①ＣＣＳ実施に伴い発生する事象、②

その原因と考えられること、③その際採るべき対応措置等、について整理し、重要シナリ

オの抽出を行う必要がある。そのため、ＦＥＰ（Features, Events and Processes）等の

活用が有効な手段と考えられる。

（３）保安設備等の設置

発生しうる異常事態と必要な対応措置等に基づき、異常の検知及びその対処に必要な保

安設備（必要に応じ遠隔操作可能なもの）等の設置を行うべきである。

（参考９－１）ＣＯ２の漏洩防止の観点から必要と考えられる機器・設備（例）（石油パイプラ

イン事業法第２９条～４０条を参照して作成）

・施設の運転状態の監視装置

・安全制御装置（保安上異常な事態が発生した場合に災害の発生を防止するため、圧送機、緊

急遮断弁等が自動または手動により連動して速やかに停止又は閉鎖する制御機能）

・ＣＯ２導管等の緊急遮断弁（手動及び漏洩や基準以上の地震動を感知した場合に自動で作動

できるもの）

・感震装置（緊急遮断弁の作動にリンク）

・通報・警報設備

・予備動力源（安全制御装置、漏洩検知装置、緊急遮断弁の運転のために用いる。また、異常

事態収束までのモニタリング継続のためにも利用する。）

・空気呼吸器等（空気呼吸器、酸素呼吸器又は送気マスク）
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（参考９－２）ＲＩＴＥが長岡における貯留実証事業実施中に発生した地震に対応し実際に採っ

た措置等（ＣＣＳ実施に係る安全基準検討ＷＧ・長期的な安全確保検討ＷＧ第１回合同会合（平

成２０年１１月６日開催）資料５等より作成）

【発生した異常（地震）】

○新潟県中越地震

平成１６年１０月２３日１７時５６分発生（本震：Ｍ6.8、最大震度：7）

震源深さ 13ｋｍ、震源と圧入井の距離 17ｋｍ

１．地震発生直後の対応（平成１６年１０月２３日）

（１）地震発生に伴う停電を検知し、圧入設備が停止

（２）揺れの確認（圧入基地：加速度 705gal、１㎞離れた基地：715gal）

（３）機械管理担当者が、圧入設備を緊急点検し、バルブ類を閉鎖（約 5時間後）

２．地震影響の調査

（１）関係者による対応の協議

・ １０月２５日 圧入実証試験ＷＧ(注)を緊急に開催し、対応方針※を協議

・ １０月２７日 研究推進委員会を開催し、対応方針を承認

・ １１月 １日 再度ＷＧを開催し、上記対応方針に基づき調査計画を立案

（注）貯留事業の中心的な役割を果たした「二酸化炭素地中貯留技術研究開発研究推進委員会」の下に設置。

※＜１０月２５日ＷＧにおいて取りまとめられた対応方針（基本方針）＞

○貯留層の状況把握と健全性確認のために、平成１６年１１月の中～下旬を目途に、

項目を追加した物理検層と、坑井間弾性波トモグラフィを行う。

○圧入設備についての点検・整備を実施する。

○圧入の再開は、圧入設備・坑井の健全性、復旧作業、余震の傾向等をみながら、慎

重を期して行う。

（２）地震影響の調査

・ 貯留層の状況把握（物理検層：現地調査１１月１１日～１４日）

・ 圧入井の健全性確認（坑底の温度・圧力の観測）

・ 圧入設備等の復旧作業の確認（外観目視確認、貯槽～圧入井間気密テスト、機器動作確

認、貯槽点検：１１月１６日～１８日）

・ 坑井間弾性波トモグラフィ調査（ＣＯ２貯留状況の確認：１１月２０～２９日）

・ ＣＯ２供給状況の把握（出荷工場の状況、輸送経路の確認）

・ 余震の傾向把握

３．地元自治体への説明と圧入再開

・ 長岡市に状況報告（１１月１９日）

・ 長岡市及び越路町に地震影響の調査・観測結果を報告し、再圧入の了承を得る（１１月
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３０日）

・ 圧入を再開（１２月６日）

４．地震発生後の観測データの取得状況

・ 圧入井：坑底の温度・圧力データは欠測なく連続取得（無停電電源装置（ＵＰＳ）によ

る）。坑口の温度、圧力、圧入レートについては、停電により欠測あり。（約 2日分欠測）

・ 観測井（3カ所のうち一つ）：坑底の温度・圧力データは欠測なく連続取得（ＵＰＳによ

る）。

・ 微動観測：地震発生後もＵＰＳにより継続的に取得。（ただし、バッテリー切れによる

と考えられる欠測あり（約１日分欠測））。

５．【事後検証】長岡での貯留事業の周辺地震活動への影響の検証

※この事後検証は、長岡における本実証事業の終了にあわせて、平成１９年

度末に行われたもの（（財）地震予知総合研究振興会「二酸化炭素地中貯

留の理解促進に係わる調査研究」）。

・ 圧入実験の開始以前の３年間の微小地震発生数は年平均１２３個であるが、圧入開始後

１年間の発生数も１２０個でほぼ同数であり、少なくとも、圧入実験はこの範囲および

期間に於ける微小地震の発生数に影響を及ぼすものではなかったと言える。

（参考９－３）諸外国における関連規制

１．ＥＵの規制（ＣＣＳ指令）

第１６条において、「重大な異常又は漏洩が生じた場合」について、①当局への通知、②「是

正措置」の実施、が義務づけられている。しかしながら指令の中では、「是正措置」に盛り込む

べき具体的な内容・措置、又はその指針は示されていない。

２．米国ＵＩＣプログラム・クラスⅥ

§１４６．９４において、緊急・緩和措置計画の提出を求めるとともに、ＣＯ２の圧入に伴い、

地下飲料水源に危険が生じる恐れがあることを示す証拠が確認された場合の措置として、①ＣＯ

２圧入停止、②漏出の特定のためのあらゆる合理的措置の実施、③当局への通知、④緊急・緩和

措置計画の実施、等を規定している。
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１０．二酸化炭素回収・貯留（ＣＣＳ）研究会これまでの会合開催経緯

平成２０年１０月３０日（木） ９：３０－１１：００

○第１回二酸化炭素回収・貯留（ＣＣＳ）研究会

【議題】 ①本研究会の公開について

②本研究会の開催趣旨について

③最近のＣＣＳに関する国内外の動向について

平成２０年１１月 ６日（木） １０：００－１２：００

○第１回ＣＣＳ実施に係る安全基準検討ＷＧ・長期的な安全性確保検討ＷＧ合同会合

【議題】 ①本ＷＧの公開について

②委員の紹介

③本ＷＧの開催趣旨について

④長岡実証試験の成果と今後の課題

⑤諸外国及び日本のＣＣＳに関連する規制の概要

⑥ＷＧにおける検討を進めるにあたって

⑦その他

平成２０年１１月１９日（木） １０：００－１２：００

○第２回ＣＣＳ実施に係る安全基準検討ＷＧ

【議題】 ①「炭酸ガスの地中貯留＜地質条件設定のための地質情報＞」（佐藤徹委員プレ

ゼンテーション）

②「ＣＯ２貯留に関する安全確保について」（長谷川彰委員プレゼンテーション）

③その他

平成２０年１１月２５日（火） １０：００－１２：００

○第２回長期的な安全性確保検討ＷＧ

【議題】 ①「ＣＣＳについて」（熊谷委員プレゼンテーション）

②「三菱重工の排ガスからのＣＯ２回収技術」（ＣＣＳ研究会本委員会飯島委員

プレゼンテーション）

③ＣＯ２回収技術とＣＯ２濃度及び回収の事例について

④その他

平成２０年１２月２４日（水） １０：００－１２：００

○第３回ＣＣＳ実施に係る安全基準検討ＷＧ

【議題】 ①「ＣＣＳ実験における断層、地震」（澤田委員プレゼンテーション）

②「ＣＣＳ事業における地下情報の収集・利用と今後の課題」

③その他
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平成２０年１２月２６日（金） １３：００－１５：００

○第３回長期的な安全性確保検討ＷＧ

【議題】 ①「ＣＣＳ実施に際して、坑井掘削工事に係る安全確保について」（石油資源開

発（株）・藤井常務プレゼンテーション）

②「帯水層貯留におけるＣＯ２挙動モニタリング現状と課題」（薛委員プレゼン

テーション）

③その他

平成２１年 １月１９日（月） １０：００－１２：００

○第４回ＣＣＳ実施に係る安全基準検討ＷＧ

【議題】 ①「ＣＯ２地中貯留における重要事項」（鹿園委員プレゼンテーション）

②「ＣＯ２貯留候補地が備えるべき地質の条件等」

③「輸送基準等」

④その他

平成２１年 １月３０日（金） １５：００－１７：００

○第４回長期的な安全性確保検討ＷＧ

【議題】 ①「ＣＯ２帯水層貯留における技術課題の現状と今後の取り組みについて」（新

日本石油（株）・古宮チーフスタッフによるプレゼンテーション）

②「圧入するＣＯ２の濃度基準等」

③「二酸化炭素圧入井掘削、坑井閉鎖に当たっての安全基準等」

④その他

平成２１年 ２月２０日（金） １０：００－１１：３０

○第５回ＣＣＳ実施に係る安全基準検討ＷＧ

【議題】 ①「ＣＯ２貯留候補地が備えるべき地質の条件等」

②「輸送基準等」

③「ＣＣＳ関連施設設置に係る安全確保」

④「周辺への影響評価等」

⑤その他

平成２１年 ２月２５日（水） １０：００－１２：００

○第５回長期的な安全性確保検討ＷＧ

【議題】 ①「圧入するＣＯ２の濃度基準等」

②「二酸化炭素地中貯留を目的とした坑井の掘削・閉鎖に当たっての安全基準

等」

③「ＣＯ２圧入・運転時の安全性等」

④「貯留開始以降のモニタリング計画に関する事項等」

⑤「異常が発生した場合の採るべき措置等」
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⑥その他

平成２１年 ３月１９日（木） １０：００－１２：００

○第６回ＣＣＳ実施に係る安全基準検討ＷＧ

【議題】 ①「ＣＣＳ関連施設設置に係る安全確保」

②「周辺環境への影響評価等」

③「ＣＯ２貯留候補が備えるべき地質の条件等」

④「輸送基準等」

⑤その他

平成２１年 ３月３０日（月） １０：００－１２：００

○第６回長期的な安全性確保検討ＷＧ

【議題】 ①「ＣＯ２圧入・運用時の安全性等」

②「モニタリング計画に関する事項等」

③「異常が発生した場合の採るべき措置等」

④「圧入するＣＯ２の濃度基準等」

⑤「二酸化炭素地中貯留を目的とした坑井の掘削・閉鎖に当たっての安全基準

等」

⑥その他

平成２１年４月３０日（木） １３：００－１６：００

○第７回ＣＣＳ実施に係る安全基準検討ＷＧ・第７回長期的な安全性確保検討ＷＧ合同会合

【議題】 ①「ＣＣＳの実施にあたり、安全面・環境面より守るべき指針（仮称）」の統合

テキスト（案）について

②今後の予定について

③その他

平成２１年５月１日～平成２１年５月３１日

○「ＣＣＳの実施にあたり、安全面・環境面より守るべき指針（仮称）」にかかるパブリックコ

メント

平成２１年７月３日（金） １６：００－１８：００

○第２回二酸化炭素回収・貯留（ＣＣＳ）研究会

【議題】 ①「ＣＣＳを実施する際に安全面・環境面から遵守することが望ましい基準

（案）」について

②その他
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１１．委員名簿等

二酸化炭素回収・貯留（ＣＣＳ）研究会委員

（５０音順、敬称略）

赤井 誠 （独）産業技術総合研究所 エネルギー技術研究部門 主幹研究員

飯嶋 正樹 三菱重工業(株) プラント・交通システム事業センター 環境プラント部

主席プロジェクト統括

大野 健二 （独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構（ＪＯＧＭＥＣ）石油開発技術本部

Ｒ＆Ｄ推進部長

茅 陽一 (財)地球環境産業技術研究機構 副理事長・研究所長

東京大学 名誉教授

佐藤 光三 東京大学大学院工学系研究科 教授

白山 義久 京都大学フィールド科学教育研究センター長瀬戸臨海実験所 所長・教授

関根 和夫 日本ＣＣＳ調査(株) 業務企画部長

田中 彰一 東京大学 名誉教授

高見 佳宏 電気事業連合会 技術開発部長

松橋 隆治 東京大学大学院新領域創成科学研究科 教授

村井 重夫 (財)地球環境産業技術研究機構 ＣＯ２貯留研究グループ

グループリーダー

山口 光恒 東京大学先端科学技術研究センター 特任教授

山田 健司 新日本製鐵(株) 環境部長

ＣＣＳ実施に係る安全基準検討ＷＧ委員

（５０音順、敬称略）

岩田 章裕 電気事業連合会 技術開発部 副部長

佐藤 徹 石油資源開発（株） 開発本部貯留層開発部長

澤田 義博 （財）地震予知総合研究振興会 地震防災調査研究部長

鹿園 直建 慶應義塾大学理工学部応用化学科 教授

長谷川 彰 出光興産（株） 執行役員 環境安全部長

松岡 俊文 京都大学大学院工学研究科社会基盤工学専攻 教授

松橋 隆治 東京大学大学院新領域創成科学研究科 教授

村井 重夫 （財）地球環境産業技術研究機構

ＣＯ２貯留研究グループ グループリーダー

柳 憲一郎 明治大学法科大学院法務研究科 教授

長期的な安全性確保検討ＷＧ委員

（５０音順、敬称略）

北村 喜宣 上智大学法学部・法科大学院 教授

熊谷 司 日揮（株） 第２プロジェクト本部 グループリーダー
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佐藤 光三 東京大学大学院工学系研究科 教授

島本 辰夫 国際石油開発帝石（株） 技術本部 技術推進ユニット コーディネーター

薛 自求 京都大学大学院工学研究科社会基盤工学専攻 講師

高見 佳宏 電気事業連合会 技術開発部長

（平成２１年２月～）

當舎 利行 産業技術総合研究所地圏資源環境研究部門 グループリーダー

福島 透 電気事業連合会 技術開発部長

（平成２１年１月まで）

※下線は、研究会及び各ＷＧの座長。

（オブザーバー）

古宮 耕二 新日本石油株式会社研究開発本部研究開発企画部Ｒ＆Ｄ企画グループ

チーフスタッフ

佐藤 徹 東京大学大学院新領域創成科学研究科 教授

藤井 健 石油資源開発株式会社常務執行役員

環境省地球環境局環境保全課

経済産業省資源エネルギー庁石油・天然ガス課

経済産業省資源エネルギー庁石炭課

経済産業省原子力安全・保安院鉱山保安課

（事務局）

（財）エネルギー経済研究所（平成２０年１２月～平成２１年３月）

経済産業省産業技術環境局地球環境技術室


